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土
壌
汚
染
対
策
法
案
に
対
す
る
修
正
案

土
壌
汚
染
対
策
法
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
条
・
第
四
条
」
を
「
第
三
条
―
第
五
条
」
に
、「
第
五
条
・
第
六
条
」
を
「
第
六
条
・
第
七
条
」
に
、「
第
七

条
―
第
九
条
」
を
「
第
八
条
―
第
十
一
条
」
に
、「
第
十
条
―
第
十
九
条
」
を
「
第
十
二
条
―
第
二
十
一
条
」
に
、「
第
二
十
条

―
第
二
十
八
条
」
を
「
第
二
十
二
条
―
第
三
十
条
」
に
、「
第
二
十
九
条
―
第
三
十
七
条
」
を
「
第
三
十
一
条
―
第
三
十
九
条
」

に
、「
第
三
十
八
条
―
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
条
―
第
四
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
の
防
止
に
関
す
る
」
を
「
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
及
び
第
四
条
」
を
「
並
び
に
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
の
ほ
か
、」
の
下
に
「
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
の
敷
地
で
あ
る
土
地
そ
の
他

の
土
地
に
つ
い
て
、
そ
の
」
を
加
え
、「
土
地
が
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３
　
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
の
敷
地
で
あ
る
土
地
そ
の
他
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
の

お
そ
れ
が
あ
る
土
地
と
し
て
政
令
で
定
め
る
土
地
に
つ
い
て
、
そ
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
に
関
し
健

康
上
の
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
前
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
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調
査
を
す
る
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
出
に
係
る
命
令
又
は
調
査
を
し
な
い

と
き
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
出
を
し
た
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
二
条
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
四
条
と
す
る
。

第
四
十
一
条
を
第
四
十
三
条
と
す
る
。

第
四
十
条
第
一
号
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
八
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三

十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
二
条
と
す
る
。

第
三
十
九
条
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
一
条
と
す
る
。

第
三
十
八
条
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
、「
第
九
条
第
四
項
」
を
「
第
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同

条
を
第
四
十
条
と
す
る
。

第
七
章
中
第
三
十
七
条
を
第
三
十
九
条
と
し
、
第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
三
十
二
条
中
「
第
三
十
七
条
」
を
「
第
三
十
九
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」



　3

に
、「
第
九
条
第
四
項
」
を
「
第
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
第
五
条
第
四
項
」
を
「
第
六
条

第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
第
七
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
四
条
と
す
る
。

第
三
十
一
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
。

第
三
十
条
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
、「
第
九
条
第
四
項
」
を
「
第
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条

を
第
三
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
九
条
を
第
三
十
一
条
と
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
第
六
章
中
同
条
を
第
三
十
条
と
す
る
。

第
二
十
七
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。

第
二
十
六
条
中
「
第
二
十
一
条
第
一
号
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

第
二
十
五
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
一
条
第
一
号
」
を
「
第
十
三
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
三
条
第
一

項
又
は
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
十
四
条
第
三
項
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又
は
第
十
六
条
」
を
「
第
十
六
条
第
三
項
又
は
第
十
八
条
」
に
改
め
、
第
五
章
中
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
十
八
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
七
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
十
六
条
中
「
第
十
二
条
各
号
」
を
「
第
十
四
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
五
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
十
一
条
第
二
号
中
「
第
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
第
四
章
中
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
に
係
る
公
表
）

第
十
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
八
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

命
令
に
係
る
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
又
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都

道
府
県
知
事
が
講
ず
る
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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第
七
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
六
条
第
三
項
中
「
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
」
を
削
り
、
第
三
章
中
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
五
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
二
章
中
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
調
査
結
果
の
公
表
）

第
五
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
結
果
の
報
告
を
受
け
、
又
は
自
ら
土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
っ
た
と
き

は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公

表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
」
を
「
第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
」
に
、「
第
十
五
条
」
を
「
第

十
七
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
に
、「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第

二
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
中
「
十
年
」
を
「
三
年
」
に
改
め
る
。


